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２月２１日、岐阜地方裁判所は、大垣

警察市民監視違憲訴訟の判決を言い渡し

ました。国家賠償請求（甲事件）につい

ては、大垣署警備課（公安警察）の警察

官が、民間事業者に原告らの個人情報を

提供した行為について、プライバシー侵

害を認め、各原告に金５５万円の損害賠

償を命じました。しかし公安警察が原告

らの個人情報を収集し続けてきたことに

ついて「国賠法上違法とまではいえな

い」として事実上容認してしまっていま

す。また個人情報抹消請求（乙事件）に

ついては、抹消の対象となる情報が特定

されていないとして却下しました。 

【「情報提供は国賠法上違法」「悪質」】 

公安警察がシーテック社に情報提供

したことにつき、判決文は以下のように

述べています。「憲法１３条は、国民の

私生活上の自由が公権力の行使に対して

も保護されるべきことを規定しているも

のであり、個人の私生活上の自由の一つ

として、何人も、個人に関する情報を第

三者にみだりに提供されない自由を有す

る」「このような利益又は権利は、人格

権の一つであるプライバシーとして、不

法行為法上、法的保護に値する」「原告

らが、公的な立場にない私人であること

を踏まえると、本件情報提供で提供され
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たこれらの情報は、いずれも、原告らの

私的又はその思想信条にかかる活動及び

事柄に関するものといえ、自己が欲しな

い他者にはみだりに開示されたくない情

報であると認められるから、原告ら個人

に関するプライバシー情報であると認め

られる」「原告らの活動により公共の安

全や秩序維持に危害が及ぼされる危険性

は具体的に生じでいなかったばかりか、

抽象的にも生じていたとはいえない」

「原告らの情報を提供する必要性があっ

たとは認め難い状況であったにもかかわ

らず、原告らのプライバシー情報を積極

的、意図的に提供したものであり、これ

により、原告らのプライバシー情報をみ

だりに第三者に提供されない自由を侵害

した」「本件情報提供は国家賠償法上違

法である」「原告らは、必要性もないの

に、大垣警察からプライバシーに係る情

報を、積極的、意図的に対立の相手方で

あるシーテック社にその情報を提供され

たことにより、精神的な損害を被ったも

のと認められる」「そして、大垣警察

は、上記のような要保護性の高い原告ら

の情報を、自ら第三者であるシーテック

社に対して情報交換の機会を設けること

を提案するなどし、必要性がないのに、

積極的かつ意図的に、かつ複数回にわた

り継続的に、シーテック社に提供したも

のであり、かかる情報提供の具体的態様

は悪質といわざるを得ない」 

警察側が、文書回答でも国会答弁でも

「通常の警察業務の一環」と開き直った

情報提供行為について、裁判所が明快に

「国家賠償法上違法」とし、「悪質とい

わざるを得ない」と厳しく断罪して、こ

の種の事件としては高額な賠償を認めた

ことは、私たちの「勝利」といえます。 

【情報収集と抹消請求】 

原告側は、組織法である警察法２条１

項では、公安警察が個人情報を収集・保

管・利用する法的根拠にはなりえないと

主張しました。しかし判決は「警察は、警

察法２条２項に抵触しない限度で…万が

一の事態に備えて任意捜査の方法により

情報収集するなどして、その発生を予防

する手段を研究し、準備しておくことも

その責務に含まれる」「法律上、明文の根

拠規定がないことをもって、直ちに国家

賠償法上違法であるということはできな
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い」と述べ、「原告らの活動が市民運動に 

発展した場合、抽象的には公共の安全と

秩序の維持を害するような事態に発展す

る危険性はないとはいえない」「任意の手

段により行われたものであることを踏ま

えると、これらの行為が国家賠償法上違

法であるとまではいえない」としてしま

いました。 

そして「個人情報抹消請求は、被告らに

対し、情報の抹消という作為を求めるも

のであるから、作為の対象が一義的に明

確に特定される必要がある」「原告におい

て、抹消の対象となる情報を特定する必

要があり、特定性を欠く請求に係る訴え

は不適法である」として、却下しました。

公安警察が保有している個人情報は、ど

んなものを保有しているのかも秘匿され

ているのに、原告が抹消の対象となる情

報を特定する必要がある、というのは、無

理を強いるものとしかいえません。 

 

朝日新聞＜社説＞ 
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判決当日は、大阪府から来られた方も

含め、たくさんの方が傍聴抽選券受け取

りに並ばれました。法廷に入れなかった

方も、判決の「旗出し」を待って、寒風

の中、外で待っていて下さいました。今

の裁判所のありようからすれば「全くの

不当判決」もあり得る中で、この種の事

件としては高額の「各原告５５万円」 

の賠償額を引き出せたのも、多くの方が

この裁判に注目し、応援して下さった力

が大きいと感じます。 

 控訴審で、一審で勝ち取ったものを守

り、さらに「公安警察の情報収集に歯止

めをかける」「保有している個人情報を

抹消させる」闘いは、決して楽なもので

はありませんが、皆さまとともに前進し

ていきたいと思います。 

今後とも、当会の活動をご支援くださ

るよう、心よりお願いいたします。 

 

※ 「旗出し」及び報告集会の様子は、当会ホ

ームページより、動画をご覧ください。 

 

 

「もの言う｣自由を守る会                  

会員募集中！  
年会費：個人１０００円、団体３０００円                         

《会費・カンパ振込先》 ゆうちょ銀行 

記号番号 00800-0-216504 

加入者名 「もの言う」自由を守る会 

「もの言う」自由
を守る会ＨＰ↓ 

 

と  き ： ４月１０日（日） 14時～ （開場 13：30、１６時頃終了予定） 

ところ ： 大垣市スイトピアセンター 学習館２Ｆ スイトピアホール  

（大垣市室本町 5-51） 

＜オンライン中継あり＞ 

リアル参加が難しい方、予めお申し込みの上、オンラインでご参加下さい。 

申込先  https://peatix.com/event/3186070 

 

オンライン中継につき、ご不明な点はお問合せ下さい。 

seinolaw@gmail.com（中田） 

 

https://peatix.com/event/3186070
mailto:seinolaw@gmail.com

